
平成２２年９月１日 

社会福祉法人 都島友の会 行動計画（第２回期間および内容変更後） 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 
 
１． 計画期間 平成２２年９月１日～平成２４年８月３１日 
２． 内  容 
目標１：平成２３年４月までに、所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設定、実施 

する。 
 〈対策〉 

   ○平成２２年６月～所定外労働の現状把握 
   ○平成２２年７月～施設長会を通じて実態把握 
  ○平成２２年８月～職員に対する制度導入の周知 

   ○平成２２年９月～ノー残業デーの試行実施 
 
 目標２：年次有給休暇の計画的な取得の促進。（継続） 

   〈対策〉 

   ○平成１９年３月～年次有給休暇の取得現状の把握 

   ○平成１９年４月～施設ごとの年次有給休暇取得計画の策定 

   ○平成１９年６月～職員への周知 

   ○平成２１年３月～年次有給休暇の取得実態の把握 

   ○平成２１年４月～年次有給休暇取得計画の策定に関する啓発実施 

   ○平成２２年３月～年次有給休暇取得実態の把握 

   ○平成２２年８月～年次有給休暇の計画取得に関しての再度の啓発 

 

 目標３：子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ど 

も参観日」の実施。（継続） 

   〈対策〉 

   ○平成１８年１２月～職員の具体的なニーズ調査の実施と内容検討 

   ○平成１９年４月～職員への周知・啓発 

   ○平成２１年１月～パンフレットによる職員への周知及び啓発 

   ○平成２２年８月～施設長会を通じての再度の周知と啓発 

 



 
平成２２年８月２７日 

社会福祉法人 都島友の会 行動計画（第２回期間および内容変更後） 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 
 
３． 計画期間 平成２２年９月１日～平成２４年８月３１日 
４． 内  容 
 目標１：年次有給休暇の計画的な取得の促進。（継続） 

   〈対策〉 

   ○平成１９年３月～年次有給休暇の取得現状の把握 

   ○平成１９年４月～施設ごとの年次有給休暇取得計画の策定 

   ○平成１９年６月～職員への周知 

   ○平成２１年３月～年次有給休暇の取得実態の把握 

   ○平成２１年４月～年次有給休暇取得計画の策定に関する啓発実施 

   ○平成２２年３月～年次有給休暇取得実態の把握 

   ○平成２２年８月～年次有給休暇の計画取得に関しての再度の啓発 

 

 目標２：子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ど 

も参観日」の実施。（継続） 

   〈対策〉 

   ○平成１８年１２月～職員の具体的なニーズ調査の実施と内容検討 

   ○平成１９年４月～職員への周知・啓発 

   ○平成２１年１月～パンフレットによる職員への周知及び啓発 

   ○平成２２年８月～施設長会を通じての再度の周知と啓発 

 


